
『
平
家
物
語
』

巻
一

略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

、
後
白
河
院
出
家
お
よ
び
そ
の
関
連
叙
述
を
め
ぐ
っ
て

谷

村
　
　
　
　
　
茂

は
じ
め
に

　
『
平
家
物
語
』
の
延
慶
本
・
長
門
本
（
以
下
、
広
二
本
）
に
は
親
本
が
想
定

　
　
　
　
＠

さ
れ
る
こ
と
と
、
そ
う
し
た
本
文
に
屋
代
本
・
覚
一
本
（
以
下
、
略
二
本
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

想
定
共
通
親
本
の
淵
源
を
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
筆
者
も
こ
の
問
題
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
よ
う
な
親
本
的
な
本
文
の
想
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
必
須
で
あ
る
と
の
見
通
し
を
得
た
。
し
か
し
い
っ
ぽ
う
で
、
略
二
本
が
む
し

ろ
遡
行
的
な
叙
述
形
態
を
留
め
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
広
二
本
の
親
本
的
な
本

文
に
還
元
し
き
れ
る
か
と
い
う
点
に
は
考
察
の
余
地
が
あ
る
こ
と
も
認
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

　
小
稿
で
は
、
既
に
武
久
堅
氏
が
詳
し
く
御
検
討
さ
れ
た
箇
所
で
は
あ
る
が
、

巻
一
の
後
白
河
院
出
家
と
そ
の
周
辺
叙
述
の
あ
り
方
を
対
象
に
し
て
、
略
二
本

の
本
文
形
態
が
広
二
本
お
よ
び
四
部
本
・
闘
静
録
が
み
せ
る
本
文
形
態
に
還
元

で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

　
　
　
　
１
諸
本
文
の
後
白
河
院
出
家
叙
述
の
あ
り
方

　
略
二
本
の
後
白
河
院
出
家
叙
述
お
よ
び
広
一
一
本
・
四
部
本
・
闘
譲
録
の
そ
れ

に
相
当
す
る
叙
述
箇
所
を
、
ま
ず
事
例
ａ
と
し
て
挙
げ
る
。
こ
こ
に
は
遡
行
性

を
含
め
、
諸
本
文
の
持
つ
傾
向
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。

　
略
二
本
の
後
白
河
院
出
家
は
「
殿
下
乗
合
」
の
磐
頭
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、

叙
述
自
体
は
、
前
章
段
の
「
東
宮
立
」
か
ら
連
続
す
る
＝
局
倉
院
即
位
↓
建
春

門
院
・
時
忠
以
下
、
平
氏
の
栄
華
↓
後
白
河
院
出
家
一
と
い
う
流
れ
の
中
に
位

置
付
け
ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
広
二
本
・
四
部
本
・
闘
謡
録
の
相
当
箇
所
は
出
家

叙
述
を
持
た
な
い
。

　
ａ
¢
（
屋
一
嘉
応
元
年
七
月
廿
日
、
一
院
御
出
家
ア
リ
。
出
家
ノ
後
モ
一

　
　
　
　
　
向
万
機
ノ
政
ヲ
聞
召
レ
ケ
レ
ハ
院
ン
内
ノ
御
問
御
尤
ヨ
カ
ラ
ス
。

　
　
　
（
覚
）
さ
る
程
に
、
嘉
藤
元
年
七
月
十
六
日
、
一
院
御
出
家
あ
り
。



『
平
家
物
語
』
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

御
出
家
の
後
も
万
機
の
政
を
き
こ
し
め
さ
れ
し
あ
ひ
だ
、

わ
く
方
な
し
。

院
内

（
延
）
嚢
法
皇
モ
イ
ト
“
分
ク
方
ナ
ク
、
万
機
ノ

政
ヲ
被
知
食
シ
カ
バ

聞
エ
シ
。

院
内
ノ
御
中
、
コ
、

ロ
ヨ
カ
ラ
ズ
ト
ソ

（
長
）

（
四
）

嚢
法
皇
い
と
・
わ
く
か
た
な
く

嚢
法
皇
無
ク
分
方
↓
被
レ
聞
」
食
万
機
政
一
院
内
御

　
　
　
　
　
　
中
不
レ
疎
ナ
ラ

　
　
　
　
（
闘
）
嚢
徴
濠
皇
一
後
白
河
法
皇
一
無
二
別
方
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
海
安
危
ヲ
ハ
照
一
↓
掌
内
．
一
百
王
ノ
理
乱
ヲ
ハ
懸
心
中
．
一

　
傍
線
部
の
院
・
内
不
和
の
叙
述
は
、
略
二
本
が
後
白
河
院
出
家
に
、
広
二

本
・
四
部
本
・
闘
譲
録
が
高
倉
帝
即
位
に
そ
れ
ぞ
れ
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
の
、

諸
本
問
の
叙
述
の
近
接
度
は
高
い
。
長
門
本
の
叙
述
が
途
中
で
跡
切
れ
て
い
る

の
は
、
延
慶
本
型
の
叙
述
か
ら
脱
落
を
生
じ
た
結
果
と
み
ら
れ
、
覚
一
本
の
あ

り
方
は
他
三
本
の
共
有
す
る
文
末
「
御
問
心
ヨ
カ
ラ
ス
」
を
、
あ
か
ら
さ
ま
な

不
和
の
表
現
を
避
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
広
二
本
・
四
部
本
・
闘
謡
録
の
持

つ
「
分
ク
方
ナ
ク
」
と
い
う
表
現
を
摂
取
し
て
、
「
御
間
御
心
ヨ
カ
ラ
ス
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

差
し
替
え
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
両
系
そ
れ
ぞ
れ
の
古
態
本
文
と
も
く
さ
れ
る

屋
代
本
・
延
慶
本
の
叙
述
が
最
も
よ
く
一
致
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
広
・
略
両

系
本
文
が
分
岐
派
生
す
る
前
の
遡
行
的
な
形
態
を
最
も
よ
く
留
め
て
い
る
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一

え
ら
れ
る
。
傍
線
部
は
本
来
一
つ
の
叙
述
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

ほ
ぽ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
略
二
本
の
後
白
河
院
出
家
型
と
、
広
二
本
・

四
部
本
・
闘
静
録
の
高
倉
帝
即
位
型
の
ど
ち
ら
が
よ
り
遡
行
的
で
あ
る
か
の
判

定
は
容
易
で
は
な
い
。
た
だ
、
叙
述
的
に
は
広
二
本
と
同
様
の
傾
向
を
持
つ
四

　
¢

部
本
、
あ
る
い
は
闘
課
録
も
、
高
倉
帝
即
位
型
を
採
っ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す

れ
ば
、
両
方
の
ス
タ
イ
ル
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
広
二

本
・
四
部
本
・
闘
静
録
と
い
う
、
い
わ
ば
広
本
型
本
文
が
後
白
河
院
出
家
の
叙

述
を
欠
く
の
は
不
用
意
な
脱
落
と
ば
か
り
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
広
本
型
本
文
の
中
で
も
延
慶
本
だ
け
は
、
次
の
よ
う
に
、
高
倉
帝

の
即
位
に
不
自
然
な
形
で
結
び
付
け
る
と
い
う
方
法
で
後
白
河
院
の
出
家
を
叙

述
し
て
い
る
。

　
ｂ
０
　
（
延
）
先
帝
ハ
僅
二
五
歳
ニ
テ
御
位
退
セ
給
テ
、
新
院
ト
申
テ
、
同

　
　
　
　
　
　
六
月
十
七
日
二
上
皇
御
出
家
ア
リ
。
後
白
河
法
皇
ト
ソ
申
ケ
ル
。

　
　
　
　
　
　
未
タ
御
元
服
ナ
ク
テ
、
御
童
形
ニ
テ
、
太
上
天
皇
ノ
尊
号
ア
リ

　
　
　
　
　
　
キ
。

他
本
の
同
所
は
、
次
の
よ
う
に
概
ね
一
致
し
た
叙
述
を
持
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
ソ

　
ｂ
　
　
一
略
一
春
宮
践
昨
有
シ
カ
ハ
、
イ
ツ
シ
カ
御
位
ヲ
サ
ラ
セ
給
テ
新
院

　
　
　
　
　
　
ト
ソ
申
ケ
ル
。
未
ダ
御
元
服
モ
ナ
ク
テ
大
上
天
皇
ノ
尊
号
ア
リ
。

　
　
　
　
　
　
（
引
用
屋
代
本
、
覚
一
本
ほ
ぼ
同
じ
。
）



　
　
　
　
（
長
）
先
帝
は
五
歳
に
て
御
く
ら
い
を
退
か
せ
給
い
て
、
新
院
と
申

　
　
　
　
　
　
し
き
。
い
ま
た
御
元
服
な
く
て
御
童
形
に
て
大
上
天
皇
の
尊
号

　
　
　
　
　
　
あ
り
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
ソ

　
　
　
　
（
四
）
東
宮
有
シ
践
酢
退
ヵ
セ
下
御
位
親
院
申
セ
シ
ヵ
未
御
元
服
モ
童
大
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ラ
テ

　
　
　
　
　
　
天
王
尊
号

　
　
　
　
（
闘
）
東
宮
一
高
倉
天
王
一
有
コ
御
践
酢
一
六
条
院
四
歳
退
二
御
位
↓

　
　
　
　
　
　
被
号
新
院
一
未
〃
有
御
元
服
有
二
大
上
天
皇
尊
号

延
慶
本
の
出
家
記
事
は
文
脈
の
整
わ
な
い
未
整
理
な
置
か
れ
方
で
あ
り
、
こ

れ
を
取
り
去
れ
ば
、
他
本
の
叙
述
構
成
と
等
し
く
な
る
。
ま
た
、
略
二
本
は
出

家
年
次
を
嘉
応
元
年
（
１
１
仁
安
四
年
）
と
し
て
お
り
、
諸
史
料
と
一
致
し
て
い

　
＠

る
が
、
延
慶
本
の
場
合
、
こ
の
位
置
で
は
「
同
」
の
指
し
示
す
年
次
が
仁
安
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
形
態
と
位
置
か
ら
、
延
慶
本
の
上
皇
出
家

叙
述
は
後
に
補
入
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
「
新
院
」

「
大
上
天
皇
」
と
い
う
言
葉
に
引
か
れ
て
、
高
倉
帝
即
位
記
事
に
後
白
河
院
出

家
を
割
り
込
ま
せ
る
と
い
う
錯
誤
を
犯
し
た
の
が
延
慶
本
の
形
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
延
慶
本
の
出
家
日
次
「
六
月
十
七
日
」
は
『
玉
葉
』
や
『
百
錬

抄
』
の
嘉
応
元
年
の
記
事
「
（
六
月
）
十
七
日
、
…
寅
一
天
陰
、
今
日
、
上
皇

　
　
　
＠

御
出
家
也
、
（
『
玉
葉
』
）
」
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
延
慶
本
に
は
そ
れ
ら
史

料
と
の
関
連
を
認
め
る
積
極
的
な
根
拠
は
見
出
せ
な
い
。

　
ま
た
『
平
家
物
語
』
諸
本
で
は
、
盛
衰
記
が
こ
の
日
次
の
出
家
叙
述
を
採
っ

　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
」
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

て
お
り
、
年
次
も
嘉
応
元
年
と
し
て
い
る
。

　
ｂ
　
　
（
盛
）
　
嘉
応
元
年
一
己
丑
一
六
月
十
七
日
、
上
皇
法
住
寺
殿
ニ
シ
テ
、

　
　
　
　
　
　
御
出
家
、
御
年
四
十
三
。
御
戒
師
ハ
、
園
城
寺
ノ
前
大
僧
正
覚

　
　
　
　
　
　
忠
、
唄
法
印
公
舜
・
憲
覚
、
御
剃
手
法
印
尊
覚
・
権
大
僧
都
公

　
　
　
　
　
　
顕
也
。
今
度
皆
智
証
ノ
門
徒
ヲ
用
ヒ
ラ
ル
。
御
布
施
ヲ
バ
大
相

　
　
　
　
　
　
国
已
下
ゾ
被
二
執
行
一
ケ
ル
。
今
日
ヨ
リ
始
テ
、
五
十
箇
日
ノ

　
　
　
　
　
　
御
逆
修
ア
リ
。
八
月
八
日
結
願
セ
ラ
ル
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

も
っ
と
も
こ
の
叙
述
は
、
続
く
資
盛
と
基
房
の
衝
突
に
至
る
経
過
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

『
玉
葉
』
の
記
事
を
参
照
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
次
に
示
す
盛
衰
記

の
事
例
ａ
　
も
出
家
叙
述
を
持
た
な
い
広
本
型
本
文
を
前
提
に
し
て
い
る
と
み

ら
れ
、
し
か
も
そ
こ
に
は
脱
落
が
認
め
ら
れ
る
。

　
ａ
　
　
（
盛
）
　
高
倉
院
践
酢
之
後
ハ
、
無
二
譲
方
一
一
院
万
機
之
政
ヲ
聞
召

　
　
　
　
　
　
シ
・
カ
バ
、
一
〇
一
院
中
二
近
ク
召
仕
ル
・
公
卿
殿
上
人
以
下

　
　
　
　
　
　
北
面
ノ
輩
二
至
ル
マ
デ
、

盛
衰
記
は
、
他
本
が
一
〇
一
部
に
相
当
す
る
箇
所
に
持
っ
「
院
内
ノ
御
中
、
御

コ
・
ロ
ヨ
カ
ラ
ズ
ト
ゾ
聞
エ
シ
（
引
用
延
慶
本
）
」
と
い
う
叙
述
を
持
た
な
い
。

お
そ
ら
く
「
院
内
」
と
「
院
中
」
と
の
聞
で
目
移
り
を
お
こ
し
て
脱
落
さ
せ
た

も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
他
本
が
〔
事
例
ａ
↓
後
白
河
院
と
そ
の
近
臣
の
平
氏

の
栄
達
に
対
す
る
不
満
↓
殿
下
乗
合
〕
と
叙
述
を
進
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、

盛
衰
記
は
殿
下
乗
合
の
前
に
後
白
河
院
出
家
を
置
き
、
続
い
て
出
家
後
の
熊
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

参
詣
叙
述
を
挿
入
す
る
と
い
う
独
自
の
構
成
を
採
っ
て
い
る
。
し
か
し
延
慶
本

に
は
、
拙
家
叙
述
自
体
は
も
と
よ
り
、
叙
述
の
構
成
に
も
、
特
に
一
」
う
し
た
盛

衰
記
的
な
本
文
の
影
響
を
受
け
た
よ
う
な
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
延
慶
本
の

後
白
河
院
出
家
叙
述
の
前
提
に
、
盛
衰
記
型
本
文
の
先
行
と
そ
の
参
照
と
い
う

事
情
を
想
定
す
る
こ
と
も
難
し
い
の
で
あ
る
。
盛
衰
記
の
叙
述
に
も
ま
た
、
広

本
型
本
文
を
前
提
に
、
『
玉
葉
』
に
取
材
し
て
独
自
の
増
補
改
変
を
試
み
た
と

い
う
経
緯
が
想
定
で
き
、
む
し
ろ
広
二
本
よ
り
も
後
出
的
な
形
態
で
あ
る
と
判

定
さ
れ
る
。

　
長
門
本
・
四
部
本
・
闘
譲
録
が
後
白
河
院
出
家
記
事
を
持
た
ず
、
出
家
叙
述

を
持
つ
延
慶
本
・
盛
衰
記
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
後
補
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

広
本
型
は
本
来
、
後
白
河
院
の
出
家
叙
述
を
持
た
な
い
本
文
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
叙
述
は
お
そ
ら
く
、
高
倉
帝
の
即
位
に
よ
っ
て
平
氏
が
栄
え
た
が
、

院
も
依
然
政
務
に
介
入
し
た
た
め
内
と
の
仲
が
不
和
に
な
り
、
院
と
そ
の
近
臣

は
平
氏
へ
の
反
感
を
高
め
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
後
白
河
院
出
家
叙
述
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
、
大
き
く
は
略
本
型

本
文
と
広
本
型
本
文
の
二
つ
の
ス
タ
イ
ル
が
定
着
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

で
は
、
法
皇
出
家
叙
述
を
持
た
な
い
広
本
型
は
略
本
型
が
遡
行
す
る
こ
と
の
で

き
る
本
文
形
態
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

１
　
「
清
水
寺
炎
上
」

に
お
け
る
後
白
河
院
の
呼
称

　
「
平
家
物
語
』
諸
本
と
も
「
清
水
寺
炎
上
」
を
、
嘉
応
元
年
（
一
ニ
ハ
九
）

の
後
白
河
院
出
家
に
先
立
つ
永
万
元
年
（
一
：
ハ
五
）
の
出
来
事
と
し
て
叙
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

し
て
お
り
、
こ
の
叙
述
順
は
諸
史
料
の
記
述
と
も
一
致
す
る
。
略
二
本
（
略
本

型
本
文
）
は
こ
こ
で
後
白
河
院
に
二
院
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
る
が
、

広
本
型
本
文
に
は
「
上
皇
」
と
と
も
に
、
既
に
「
法
皇
」
の
呼
称
の
併
用
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ｃ
〇
一
略
一
（
屋
）
　
一
院
山
門
ノ
大
衆
二
仰
テ

　
　
　
　
　
　
　
（
覚
）
　
一
院
山
門
の
大
衆
に
仰
て

一
広
一

Ｃ
　
　
一
略
一

一
広
一

（
延
）

（
長
）

（
四
）

（
闘
）

（
屋
）

（
覚
）

（
延
）

（
長
）

（
四
）

（
闘
）

上
皇
、
山
ノ
大
衆
二
仰
テ

上
皇
山
の
大
衆
に
仰
て

上
皇
仰
セ
山
門
大
衆
一

上
皇
仰
二
山
門
大
衆
一

一
院
此
由
被
コ
聞
シ
召
ニ
ア

一
院
も
い
そ
ぎ

上
皇
大
二
驚
キ
思
食
テ

嚢
も
お
と
ろ
き
お
ほ
し
め
し
て

上
皇
モ
被
驚
キ
思
食

上
皇
問
食
此
被
ヶ
レ
ハ
驚
覚
－
食
一



Ｃ
　

一
略
一

一
広
一

（
屋
）

（
覚
）

（
延
）

（
長
）

（
四
）

（
闘
）

　
　
　
ク
ワ
ン

一
院
モ
還
御
成
ニ
ケ
リ

一
院
六
波
羅
よ
り
還
御
な
る
。

嚢
還
御
成
ニ
ケ
リ
。

上
皇
も
か
ん
き
よ
な
り
に
け
り

養
モ
還
御
成

上
皇
ハ
成
還
－
御
一

こ
こ
ま
で
は
、
焼
き
打
ち
の
経
過
を
叙
述
し
た
部
分
で
の
事
例
で
あ
る
。
延
慶

本
・
長
門
本
で
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
っ
「
法
皇
」
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
広

本
型
の
こ
の
辺
り
の
呼
称
の
基
調
は
「
上
皇
」
に
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
焼

き
打
ち
後
の
、
清
盛
が
院
へ
の
疑
念
を
口
に
し
て
重
盛
に
諌
め
ら
れ
る
挿
話
と
、

六
波
羅
よ
り
還
御
し
た
後
白
河
院
が
近
臣
た
ち
と
清
水
寺
焼
き
打
ち
事
件
の
取

り
沙
汰
を
す
る
挿
話
で
は
、
広
本
型
は
「
上
皇
」
に
替
っ
て
「
法
皇
」
の
呼
称

で
統
一
さ
れ
て
い
る
。

　
Ｃ
＠
　
一
略
一
（
屋
）
　
サ
テ
モ
一
院
ノ
是
へ
御
幸
成
タ
リ
ツ
ル
事
コ
ソ
大
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
恐
々
覚
ユ
レ
。

　
　
　
　
　
　
　
（
覚
）
　
一
院
の
御
幸
こ
そ
大
に
恐
れ
お
ぽ
ゆ
れ
。

　
　
　
　
一
広
一
　
（
延
）
嚢
ノ
入
セ
御
坐
ツ
ル
コ
ソ
返
々
モ
恐
レ
覚
レ
。

　
　
　
　
　
　
　
（
長
）
嚢
の
い
ら
せ
お
は
し
ま
し
つ
る
こ
そ
お
そ
れ
お
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
れ
。

　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
嚢
入
御
コ
ソ
恐
レ
覚
ヶ
レ

　
　
　
　
　
「
平
家
物
語
－
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
（
闘
）
嚢
ノ
入
御
実
二
難
有
二
其
畏
一

　
Ｃ
＠
一
略
一
（
屋
）
　
一
院
還
御
ノ
後
　
　
　
（
覚
）
　
一
院
還
御
の
後

　
　
　
　
一
広
一
（
延
）
嚢
還
御
ノ
後
　
　
　
（
長
）
濠
塾
は
還
御
の
後

　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
嚢
還
御
後
　
　
　
　
（
闘
）
　
法
皇
還
－
御
之
後

　
一
」
う
し
た
呼
称
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
武
久
堅
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　
　
　
い
わ
ば
こ
の
不
手
際
は
：
一
巻
本
成
立
時
点
の
傷
跡
で
あ
り
、
か
つ
成

　
　
立
時
代
の
後
自
河
の
呼
称
の
通
念
を
素
朴
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い

　
　
姻
。

　
　
カ

氏
は
同
所
で
「
法
皇
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
部
分
と
焼
き
打
ち
部
分
と

は
形
成
時
期
が
異
な
る
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
、
そ
れ
が
接
合
さ
れ
た
際
の
「
不

手
際
」
と
御
覧
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
説
得
力
に
富
む
御
見
解
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
長
門
本
や
四
部
本
・
闘
譲
録
に
出
家
叙
述
が
な
く
、
延
慶
本
も
ま
た

本
来
そ
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
広
本
型
本
文
の
段
階
で
「
法

皇
」
呼
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
成
立
時
代
」
の
呼
称
通
念
が
継
承
さ

れ
続
け
て
い
る
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
延
慶
本
の
Ｃ
　
、
長
門
本
の
Ｃ
　
は
、
と
り
ど
り
に
「
法
皇
」
の
方
向
で
呼

称
の
調
整
を
計
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
・
　
は
諸
本
文
と
も
清
盛
の
言
葉
の

中
に
現
わ
れ
る
事
例
で
あ
る
か
ら
、
広
本
型
本
文
で
は
「
法
皇
」
が
物
語
内
現

在
の
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
広
本
型
本
文
の
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
－
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

調
整
、
ま
た
は
無
調
整
、
の
あ
り
方
に
、
出
家
相
当
年
次
を
遡
っ
て
後
白
河
院

を
法
皇
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
い
う
志
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
広

本
型
本
文
に
「
不
手
際
」
を
み
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
上
皇
」
と
い

う
呼
称
を
留
め
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。

　
略
本
型
本
文
の
屋
代
本
・
覚
一
本
は
、
と
も
に
「
一
院
」
の
呼
称
を
採
っ
て

い
る
。
「
語
り
系
本
は
明
ら
か
に
出
家
の
出
来
事
を
意
識
し
て
呼
称
に
整
理
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

手
を
加
え
て
い
る
。
」
と
の
武
久
氏
の
御
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
整

序
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
二
条
帝
の
譲
位
に
よ
り
、

二
人
に
な
っ
た
「
上
皇
」
を
呼
び
分
け
る
た
め
、
後
白
河
院
に
用
い
た
呼
称
と

も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
二
条
院
は
覚
一
本
の
「
同
七
月
廿
七
日
、
上
皇
っ
ゐ

に
崩
御
な
り
ぬ
（
「
額
打
論
」
）
」
と
い
う
箇
所
で
「
上
皇
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
み
で
あ
り
、
し
か
も
屋
代
本
の
同
所
は
「
主
上
」
と
呼
称
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
よ
り
も
、
広
本
型
本
文
が
後
白
河
院
の
呼
称
を
「
法
皇
」
へ
と
切
り

替
え
る
「
清
水
寺
炎
上
」
で
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
略
二
本
が
「
一

院
」
の
呼
称
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
む
し
ろ
略
本
型
本
文
の

「
一
院
」
は
、
広
本
型
本
文
の
呼
称
併
用
と
い
う
あ
り
方
を
意
識
し
て
、
そ
れ

を
調
整
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
呼
称
だ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
略
本
型
本
文
が
広
本
型
本
文

か
ら
派
生
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
仮
に
略
本
型
本
文
が
広
本
型
本

文
を
前
提
に
し
て
、
そ
こ
に
後
白
河
院
出
家
を
加
え
る
な
ど
の
改
変
を
行
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

と
す
る
な
ら
ば
、
呼
称
は
「
上
皇
」
で
統
一
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
が
「
一
院
」
と
い
う
第
三
の
呼
称
の
導
入
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
略
本
型
本
文
が
広
本
型
本
文
に
還
元
し
え
な
い
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
武
久
氏
が

　
　
〈
原
平
家
〉
か
ら
〈
六
巻
本
〉
ま
で
は
（
略
）
後
白
河
の
呼
称
も
上
皇
或

　
い
は
院
と
統
一
さ
れ
、
史
実
に
矛
盾
せ
ぬ
描
か
れ
方
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ

　
＠

　
る
。

と
想
定
さ
れ
て
よ
う
な
形
態
の
本
文
を
、
略
本
型
・
広
本
型
両
本
文
の
前
提
に

等
し
く
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
広
本
型
本
文
は
こ
う
し
た
本
文
に
「
法
皇
」

呼
称
を
導
入
し
、
後
白
河
院
出
家
叙
述
を
削
除
す
る
と
い
う
改
変
を
加
え
、
略

本
型
本
文
は
一
」
う
し
た
前
提
本
文
の
ス
タ
イ
ル
を
維
持
し
つ
つ
も
、
広
本
型
本

文
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
呼
称
の
整
理
を
試
み
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
既
述
し
た
よ
う
に
、
「
清
水
寺
炎
上
」
は
山
門
衆
徒
の
清
水
寺
焼
き
打
ち
の

経
過
と
、
重
盛
塾
言
・
院
中
の
事
件
評
価
の
部
分
と
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、

広
本
型
本
文
に
お
け
る
そ
の
問
の
後
白
河
院
呼
称
の
交
替
は
、
確
か
に
、
そ
こ

で
両
者
が
接
合
さ
れ
た
こ
と
の
痕
跡
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
盛
塾
言
と
院

中
の
事
件
評
価
の
二
叙
述
は
、
そ
う
し
た
広
本
型
本
文
を
経
由
し
て
さ
ら
に
略

本
型
本
文
に
取
り
込
ま
れ
、
そ
の
際
、
呼
称
の
整
理
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
略
本

型
本
文
が
「
一
院
」
の
呼
称
を
採
用
し
た
。
広
本
型
本
文
の
影
響
と
し
て
こ
う

し
た
見
取
り
図
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。



　
略
二
本
の
叙
述
に
は
広
本
型
本
文
が
影
を
落
と
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
広
本

型
を
遡
る
古
態
性
を
直
接
に
伝
え
て
い
る
本
文
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
の
よ
う

に
、
少
く
と
も
古
態
性
を
温
存
し
て
い
る
本
文
だ
と
は
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
そ
れ
で
は
広
本
型
本
文
が
「
法
皇
」
呼
称
を
出
家
前
の
後
白
河
院
に
与
え
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
出
家
叙
述
を
持
た
な
い
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
事
情
に
由
来

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
次
節
で
考
え
て
み
た
い
。

皿
　
物
語
に
お
け
る

「
法
皇
」
呼
称
の
始
発

　
後
白
河
院
は
「
二
代
后
」
で
初
め
て
物
語
内
の
人
物
と
し
て
登
場
す
る
が
、

出
家
を
叙
述
し
な
い
広
本
型
本
文
は
既
に
こ
こ
で
「
法
皇
」
の
呼
称
を
用
い
て

い
る
。
ま
ず
そ
の
冒
頭
の
部
分
を
挙
げ
る
。

　
ｄ
　
一
略
一
就
中
永
暦
応
保
ノ
比
ヨ
リ
ハ
、
院
ノ
近
習
ノ
者
ヲ
ハ
内
ヨ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ソ
レ

　
　
　
　
　
被
ル
誠
、
内
ノ
近
習
ノ
者
ヲ
ハ
院
ヨ
リ
被
川
誠
シ
メ
問
タ
、
上
下
恐

　
　
　
　
　
ヲ
ノ
・
イ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ソ
ム
　
　
　
エ
ン
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
ハ
ク
ヘ
ウ

　
　
　
　
　
催
　
　
テ
安
キ
心
ナ
シ
。
臨
サ
深
渕
．
一
如
〃
二
履
ユ
カ
薄
氷
ヲ
一
同
シ
。

　
　
　
　
　
（
屋
代
本
）

　
　
　
一
広
一
〇
就
中
一
永
暦
応
保
ノ
比
ヨ
リ
ハ
、
内
ノ
近
習
ヲ
バ
院
ヨ
リ
御

　
　
　
　
　
誠
ア
リ
、
院
ノ
近
習
ヲ
バ
内
ヨ
リ
御
誠
ア
リ
。
カ
・
リ
シ
カ
バ
、

　
　
　
　
　
高
モ
賎
モ
恐
レ
怖
キ
テ
、
安
キ
心
ナ
シ
。
深
淵
二
臨
テ
薄
永
ヲ
踏

　
　
　
　
　
ガ
如
シ
。
（
延
慶
本
）

　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
－
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

　
　
　
　
○
就
中
自
二
永
暦
応
保
比
一
内
近
習
者
従
院
被
レ
誠
院
近
習
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ノ
、

　
　
　
　
自
レ
内
被
誠
之
間
タ
高
モ
賎
モ
恐
レ
僅
キ
無
一
Ｊ
安
キ
意
叫
如
ク
臨
深
キ
渕
一

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ク
ヘ
ウ

　
　
　
　
似
レ
踏
二
薄
永
↓
（
四
部
本
）

　
ｅ
　
一
略
一
主
上
々
皇
父
子
ノ
御
問
ニ
ハ
何
事
ノ
御
隔
カ
渡
セ
給
フ
ヘ
キ
ナ

　
　
　
　
　
レ
ト
モ
、
思
ノ
外
ノ
事
共
有
ケ
リ
。
（
屋
代
本
）

　
　
　
一
広
一
〇
　
主
上
、
上
皇
父
子
ノ
御
中
ナ
レ
バ
、
何
事
ノ
御
隔
カ
有
ベ
キ

　
　
　
　
ナ
レ
ド
モ
、
加
様
二
御
心
ヨ
カ
ラ
ヌ
御
事
共
多
カ
リ
ケ
リ
。
（
延

　
　
　
　
慶
本
）

　
　
　
　
○
　
主
上
上
皇
御
親
子
問
不
レ
可
レ
有
二
何
事
御
隔
．
１
有
リ
不
慮
外
事

　
　
　
　
共
一
（
四
部
本
）

略
二
本
、
四
部
本
・
闘
静
録
で
は
、
こ
の
事
例
ｄ
と
ｅ
は
一
連
の
叙
述
で
あ
る

が
、
広
二
本
の
場
合
、
ｄ
と
ｅ
の
問
に
、
後
白
河
院
と
二
条
帝
の
不
和
を
具
体

的
に
述
べ
た
叙
述
が
あ
る
。
煩
雑
に
な
る
が
、
そ
の
あ
た
り
の
広
二
本
の
叙
述

を
以
下
、
対
照
す
る
形
で
示
し
て
お
く
。

七



，
平
家
物
語
－
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

八

ｆ
表

延
　
　
　
慶
　
　
　
本

其
故
ハ

０
　
内
ノ
近
習
者
、
経
宗
、
惟
方
ガ
計
ニ
テ
、
濠
罫
ヲ
軽
シ
メ
奉
リ
ケ
レ
バ
大

　
二
不
ル
安
、
つ
事
二
思
食
テ
、
清
盛
二
仰
テ
、
阿
波
国
、
土
佐
国
へ
被
流
二
一
ケ

　
ノ
Ｏ

　
猿
程
二
又
主
上
ヲ
呪
咀
シ
奉
ル
由
聞
へ
有
テ
、
賀
茂
上
ノ
社
二
主
上
ノ
御

　
形
ヲ
書
テ
、
種
々
ノ
事
共
ヲ
ス
ル
由
、
実
長
卿
聞
出
テ
、
奏
聞
セ
ラ
レ
タ
リ

　
ケ
レ
バ
、
巫
男
一
人
搦
取
テ
事
ノ
子
細
ヲ
召
問
二
、
「
院
ノ
近
習
者
、
資
長

　
卿
ナ
ド
云
、
格
勤
ノ
人
々
ノ
所
為
也
」
ト
白
状
シ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
資
長
卿
、

　
修
理
大
夫
解
官
セ
ラ
レ
ヌ
。

　
　
又
時
忠
卿
、
妹
小
弁
殿
高
院
恨
奉
セ
ケ
ル
時
、
過
言
シ
タ
リ
シ
ト
テ
、
其

　
前
年
解
官
セ
ラ
レ
タ
リ
ケ
リ
。

＠
　
加
様
ノ
事
共
テ
相
テ
、
資
時
、
時
忠
二
人
、
応
保
二
年
六
月
廿
三
日
、
一

　
度
二
被
流
二
一
ケ
リ
。

＠
　
又
法
皇
多
年
御
宿
願
ニ
テ
、
千
手
観
音
千
躰
御
堂
ヲ
造
ラ
ム
ト
思
食
シ

　
清
盛
二
仰
テ
、
備
前
国
ヲ
モ
（
ツ
）
テ
被
造
ケ
リ
。

＠
　
長
寛
二
年
十
二
月
十
七
日
御
供
養
ア
リ
。
行
幸
成
シ
奉
ラ
ム
ト
、
法
皇
被

　
思
食
ケ
レ
ド
モ
、
主
上
「
ナ
ジ
カ
ハ
」
ト
テ
、
御
耳
ニ
モ
聞
入
サ
セ
給
ハ
ザ

　
リ
ケ
リ
。

¢
　
寺
官
勤
賞
被
申
ケ
レ
ド
モ
、
其
御
沙
汰
ニ
モ
不
及
イ
。
親
範
ガ
職
事
奉
行

　
シ
ケ
ル
ヲ
、
御
堂
ノ
御
所
へ
召
シ
、
「
勧
賞
ノ
事
ハ
イ
カ
ニ
」
ト
被
仰
下
一

　
ケ
レ
バ
、
親
範
ガ
計
ニ
テ
ハ
侯
ハ
ヌ
由
申
テ
、
畏
テ
候
ケ
レ
バ
、
法
皇
御
泪

　
ヲ
浮
サ
セ
給
テ
、
「
何
ノ
ニ
ク
サ
ニ
、
カ
ホ
ド
マ
デ
ハ
思
食
シ
タ
ル
ラ
ム
」

　
ト
仰
ノ
有
ケ
ル
コ
ソ
哀
ナ
レ
。

ゆ
　
（
以
下
の
蓮
華
王
院
の
事
は
略
す
が
、
「
法
皇
殊
二
愚
ミ
思
食
テ
」
と
い
う

　
叙
述
あ
り
。
）

長
　
　
　
門
　
　
　
本

そ
の
ゆ
へ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姜

Ｑ
内
の
き
ん
し
ゆ
し
や
つ
ね
む
ね
、
こ
れ
か
た
か
は
か
ら
ひ
に
て
法
皇
を
か

　
ろ
し
め
た
て
ま
つ
り
け
れ
は
、
法
皇
安
か
ら
ぬ
こ
と
に
思
食
て
、
清
盛
に
仰

　
せ
て
阿
波
国
、
長
門
国
へ
な
か
さ
れ
に
け
り
。

　
　
さ
る
ほ
と
に
主
上
を
し
ゆ
そ
し
た
て
ま
つ
る
よ
し
聞
え
あ
り
て
賀
茂
の
上

　
の
社
に
主
上
の
御
形
を
か
き
て
種
ミ
の
事
と
も
を
す
る
よ
し
実
長
卿
聞
出
て

　
奏
聞
し
た
り
け
れ
は
、
宮
人
一
人
か
ら
め
と
り
て
こ
と
の
子
細
を
召
し
と
は

　
る
・
に
、
院
の
き
ん
し
ゆ
う
し
や
資
長
卿
な
と
い
ふ
か
く
こ
の
人
の
所
為
な

　
り
と
白
状
し
た
り
け
れ
は
資
長
修
理
大
夫
解
官
せ
ら
れ
け
り
。

　
　
又
時
忠
卿
の
妹
小
弁
殿
、
た
か
く
ら
の
院
を
う
ら
み
ま
い
ら
せ
け
る
に
つ

　
ゐ
て
、
過
言
を
し
た
り
け
る
と
て
、
其
前
の
年
解
官
せ
ら
れ
た
り
け
る
。

＠
　
か
や
う
の
事
と
も
行
合
て
資
長
、
時
忠
二
人
お
う
ほ
う
二
年
六
月
廿
三
日

　
一
度
に
な
か
さ
れ
に
け
り
。

　
　
又
法
皇
多
年
の
御
宿
願
に
て
千
手
観
音
千
体
の
御
堂
を
造
ん
と
お
ほ
し
め

　
し
て
清
盛
に
仰
て
備
前
国
を
も
て
つ
く
ら
れ
に
け
り

＠
　
長
寛
二
年
十
二
月
十
七
日
御
供
養
あ
り
き
。
行
幸
を
な
し
た
て
ま
っ
ら
ん

　
と
法
皇
お
ほ
し
め
さ
れ
け
れ
共
、
主
上
な
し
か
は
と
て
、
御
耳
に
も
聞
入
さ

　
せ
給
は
さ
り
け
り

¢
　
寺
官
の
勧
賞
申
さ
れ
け
れ
と
も
其
沙
汰
に
も
お
よ
は
す
親
範
職
事
に
て
奉

　
行
し
け
る
を
御
所
へ
め
し
て
勧
賞
の
事
は
い
か
に
と
仰
ら
れ
け
れ
は
親
範
勅

　
許
侯
は
ぬ
に
こ
そ
と
申
て
畏
て
侯
け
れ
は
法
皇
御
涙
を
う
け
さ
せ
給
ひ
て
何

　
の
に
く
さ
に
か
ほ
と
ま
て
は
思
食
た
る
ら
む
と
仰
ら
れ
け
る
そ
あ
は
れ
な
る
。

＠
（
以
下
の
蓮
華
王
院
の
事
は
略
す
が
、

　
れ
て
」
と
い
う
叙
述
あ
り
。
）

「
法
皇
こ
と
に
た
の
み
お
ほ
し
め
さ



　
こ
の
ｆ
表
部
が
『
愚
管
抄
』
と
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
は
既
に
先
学
に
よ
っ
て

論
及
さ
れ
て
い
る
。
赤
松
秀
俊
氏
は
、
延
慶
本
を
抄
出
し
た
と
覚
し
き
事
例
を

指
摘
し
、
『
愚
管
抄
』
の
方
に
依
拠
性
す
な
わ
ち
後
出
性
を
認
め
、
承
久
の
乱

以
前
成
立
と
推
定
す
る
平
家
物
語
原
本
の
悌
を
延
慶
本
が
よ
く
伝
え
て
い
る
と

　
　
ゆ

さ
れ
た
。

　
い
っ
ぽ
う
冨
倉
徳
次
郎
氏
は
文
体
的
特
徴
を
指
標
に
、
「
延
慶
本
」
の
方
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
そ
『
愚
管
抄
』
に
基
づ
く
編
纂
性
が
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
た
。
氏
は

そ
れ
を
「
現
存
延
慶
本
」
段
階
の
増
補
と
し
、
い
わ
ゆ
る
「
延
慶
本
祖
本
」
と

『
愚
管
抄
』
の
関
係
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

　
武
久
堅
氏
は
冨
倉
説
に
妥
当
性
を
認
め
つ
つ
も
、
長
門
本
と
の
兄
弟
性
を
重

視
し
、
延
慶
本
・
長
門
本
共
通
親
本
、
い
わ
ゆ
る
「
旧
延
慶
本
」
段
階
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

『
愚
管
抄
』
依
拠
と
い
う
修
正
説
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
従
う
べ
き
見
解
で
あ

る
と
考
え
る
。

　
た
と
え
ば
延
慶
本
・
長
門
本
本
文
に
共
有
さ
れ
て
い
る
次
の
事
例
は
、
『
愚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

管
抄
』
本
文
か
ら
の
誤
り
と
し
て
既
に
山
下
宏
明
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ｇ
　
（
延
）
又
時
忠
卿
、
妹
小
弁
殿
高
倉
院
恨
奉
セ
ケ
ル
時
、
過
言
シ
タ

　
　
　
　
　
　
リ
ト
テ
、
其
前
年
解
官
セ
ラ
レ
タ
リ
ケ
リ
。

　
　
　
　
（
長
）
又
時
忠
卿
の
妹
小
弁
殿
、
た
か
く
ら
の
院
を
う
ら
み
ま
い
ら

　
　
　
　
　
　
せ
け
る
に
っ
ゐ
て
、
過
言
を
し
た
り
け
る
と
て
、

　
　
　
　
一
愚
一
又
時
忠
ガ
高
倉
院
ノ
生
レ
サ
セ
給
ヒ
ケ
ル
時
。
イ
モ
ウ
ト
ノ

　
　
　
　
　
「
平
家
物
語
』
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

　
　
　
　
　
　
小
辮
ノ
殿
ウ
ミ
マ
イ
ラ
セ
ケ
ル
ニ
。
ユ
・
シ
キ
過
言
ヲ
シ
タ
リ

　
　
　
　
　
　
ケ
ル
ヨ
シ
披
露
シ
テ

延
慶
本
が
応
保
二
年
の
「
其
前
年
」
つ
ま
り
応
保
元
年
の
こ
と
と
す
る
建
春
門

院
（
小
弁
殿
）
の
高
倉
院
出
産
と
、
そ
の
際
の
時
忠
の
舌
禍
の
こ
と
は
、
『
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

錬
抄
』
が
伝
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
史
料
に
概
ね
一
致
し
な
が
ら
、
な
お

「
恨
」
に
ま
つ
わ
る
何
等
か
の
異
説
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く

い
か
ら
、
こ
こ
は
や
は
り
延
慶
本
・
長
門
本
の
叙
述
を
詑
伝
と
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
広
二
本
の
ｆ
表
部
分
は
叙
述
の
多
く
が
一
致
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
例

ｇ
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
両
者
の
近
接
度
は
高
い
。
同
一
の
叙
述
か
ら
の
分

化
が
推
測
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
ど
ち
ら
か
が
い
っ
ぽ
う
の
本
文
を
踏
ま
え
た

と
い
う
直
列
的
な
関
係
は
想
定
し
に
く
い
。
次
に
示
す
事
例
ｈ
群
の
内
、
ｈ
　

は
延
慶
本
、
ｈ
　
は
長
門
本
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
『
愚
管
抄
』
の
記
述
と
一

致
す
る
と
い
う
あ
り
方
を
み
せ
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
が
後
に
改
め
て
直
接
『
愚

管
抄
』
に
依
っ
て
叙
述
を
訂
し
た
と
い
う
事
情
は
想
定
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
ｈ
Ｑ
　
一
愚
一
経
宗
ヲ
バ
阿
波
國
、
惟
方
ヲ
バ
長
門
國
へ
流
シ
テ
ケ
リ
。

　
　
　
　
　
（
延
）
経
宗
、
惟
方
（
略
）
阿
波
国
、
轟
へ
被
流
二
一
ケ
リ
。

　
　
　
　
　
（
長
）
　
つ
ね
む
ね
、
こ
れ
か
た
（
略
）
阿
波
国
、
長
門
国
へ
な
か

　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
に
け
り
。

　
　
ｈ
　
　
一
愚
一
カ
ウ
ナ
ギ
男
カ
ラ
メ
ラ
レ
タ
リ
ケ
レ
バ

　
　
　
　
　
（
延
）
巫
男
一
人
搦
取
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



，
平
家
物
語
』
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
妻

　
　
　
　
　
（
長
）
　
宮
人
一
人
か
ら
め
と
り
て

　
　
ｈ
　
　
一
愚
一
資
賢
ガ
修
理
大
夫
解
官
セ
ラ
レ
ヌ
。

　
　
　
　
　
（
延
）
糞
卿
修
理
大
夫
解
官
セ
ラ
レ
ヌ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻

　
　
　
　
　
（
長
）
　
資
賢
修
理
大
夫
解
官
せ
ら
れ
け
り
。

　
　
ｈ
＠
　
一
愚
一
親
範
、
「
勅
許
侯
ハ
ヌ
ニ
コ
ソ
」
ト
申
タ
リ
ケ
レ
バ
、

　
　
　
　
　
（
延
）
　
親
範
ガ
計
ニ
テ
ハ
侯
ハ
ヌ
ヨ
シ
申
テ

　
　
　
　
　
（
長
）
　
親
範
勅
許
候
は
ぬ
に
こ
そ
と
申
て

こ
の
事
例
ｈ
の
一
連
の
叙
述
か
ら
、
ｆ
表
の
院
内
不
和
叙
述
は
広
二
本
の
親
本

の
段
階
で
既
に
存
在
し
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
『
愚
管
抄
』
の
ｆ
表
と
同
部
分
の
叙
述
で
は
後
白
河
院
を
、
「
後
白
河

院
」
ま
た
は
「
院
」
と
呼
称
し
て
い
る
の
だ
が
、
広
二
本
で
は
「
法
皇
」
と
し

て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
。

　
「
清
水
寺
炎
上
」
で
の
「
上
皇
」
「
法
皇
」
の
併
用
に
は
、
広
二
本
問
で
異
同

が
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
の
「
法
皇
」
呼
称
の
使
用
は
、
両
本
と
も
、
ｆ
表

の
内
外
で
裁
然
と
区
別
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ｆ
表
部
内
の
呼
称

を
広
二
本
の
親
本
段
階
で
整
理
さ
れ
た
も
の
と
み
る
と
、
こ
の
枠
の
前
後
に
位

置
す
る
事
例
ｄ
・
ｅ
の
呼
称
が
広
二
本
・
略
二
本
で
一
致
し
て
い
る
こ
と
の
説

明
が
困
難
で
あ
る
。
も
し
、
広
二
本
の
形
が
本
来
の
姿
で
あ
る
な
ら
ば
、
〕
一

代
后
」
冒
頭
部
の
呼
称
は
「
法
皇
」
で
統
一
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
は
、
略
二
本
本
文
と
共
通
す
る
叙
述
に
限
っ
て
「
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

皇
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
広
本
が
ｆ
表
部
を
構
成
す
る
た

め
に
資
料
を
取
り
込
み
、
し
か
も
そ
の
資
料
が
、
既
に
呼
称
を
「
法
皇
」
と
し

て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
摂
取
し
た
資
料
は
は
た
し
て
『
愚
管
抄
－
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
か
が
問
題
に
な
る
。
赤
松
氏
は
「
異
本
の
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
」

を
根
拠
に
、
現
「
愚
管
抄
』
が
「
成
立
当
初
の
原
文
を
忠
実
に
保
存
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
冨
倉
氏
が
「
同
一
の
史
実
を
材

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
広
本
型
の
本
文
が
拠
っ
た
の

は
『
愚
管
抄
』
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
『
愚
管
抄
』
と
共
通
の
素

材
か
、
あ
る
い
は
『
愚
管
抄
』
か
ら
派
生
し
た
二
次
的
な
史
料
だ
っ
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
佐
伯
真
一
氏
は
、
冨
倉
・
武
久
両
氏
が
提
示
さ
れ
た
『
愚
管
抄
』
依

拠
説
を
支
持
し
つ
つ
も
、
ｆ
表
の
院
・
内
不
和
叙
述
が
〕
一
代
后
」
説
話
以
上

に
主
上
．
上
皇
の
対
立
の
本
質
に
関
わ
る
叙
述
と
捉
え
、
そ
の
依
拠
を
「
平
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

物
語
』
の
源
流
的
段
階
で
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
氏
の
御
指
摘

の
よ
う
に
、
事
例
ｅ
に
置
か
れ
て
い
る
広
二
本
の
「
御
心
ヨ
カ
ラ
ヌ
事
」
に
対

応
す
る
、
略
二
本
の
「
思
ノ
外
ノ
事
共
有
ケ
リ
（
屋
代
本
）
」
は
、
ｆ
表
を
も

た
な
い
た
め
、
具
体
的
な
内
容
が
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
略
本
で
も
事
例

ｄ
の
「
院
ノ
近
習
ノ
者
ヲ
ハ
内
ヨ
リ
被
ル
誠
、
内
ノ
近
習
ノ
者
ラ
ハ
院
ヨ
リ

被
川
誠
シ
メ
問
タ
」
の
叙
述
で
、
そ
の
「
事
共
」
の
性
格
を
説
明
は
で
き
て
い
る



と
思
う
。
事
例
ｄ
の
こ
の
叙
述
は
ｆ
表
部
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
出
来
事

を
略
述
的
に
述
べ
た
叙
述
と
し
て
、
い
わ
ば
広
二
本
の
ｆ
表
の
叙
述
と
は
異
体

関
係
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
広
二
本
が
事
例
ｄ
を
持
た
ず
点

線
枠
部
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
事
例
ｄ
は
『
愚
管
抄
』
や
広
二

本
の
ｆ
表
部
の
叙
述
を
略
本
型
本
文
が
構
成
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
広
二
本
で
は
、
事
例
ｄ
が
ｆ
表
の
冒
頭
文
と
し
て
置
か
れ
る
と
い

う
構
成
で
両
者
が
併
存
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
接
合
方
法
に
は
検
討
す
べ
き

問
題
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
広
二
本
・
略
二
本
と
も
、
事
例
ｄ
は
一
院
内
の
戒
め
合
い
↓
上
下
の
恐
慢
↓

深
淵
薄
水
の
警
一
と
い
う
閉
じ
た
文
脈
を
持
ち
、
一
つ
の
完
結
し
た
叙
述
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
広
二
本
が
事
例
ｄ
と
ｆ
表
部
を
接
合
し
て
い
る
「
其
故

ハ
」
は
、
「
高
モ
賎
モ
恐
レ
怖
キ
テ
安
キ
心
ナ
シ
。
深
淵
二
臨
テ
薄
氷
ヲ
踏
ガ

如
シ
（
延
慶
本
）
」
を
承
け
て
い
る
。
上
下
の
恐
慢
す
る
理
由
を
説
く
形
で
ｆ

表
部
の
院
・
内
不
和
叙
述
を
接
合
し
て
い
く
、
つ
ま
り
、
事
例
ｄ
の
閉
じ
た
文

脈
を
「
其
故
ハ
」
で
再
度
聞
き
、
改
め
て
院
・
内
の
戒
め
合
い
を
詳
述
し
て
い

く
叙
述
展
開
と
な
っ
て
い
る
の
が
広
二
本
の
構
成
で
あ
る
。
こ
う
し
た
接
合
の

あ
り
方
か
ら
、
広
二
本
の
本
文
は
略
本
文
を
遡
る
と
み
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
略

本
型
本
文
が
留
め
て
い
る
よ
う
な
事
例
ｄ
・
ｅ
の
叙
述
に
ｆ
表
部
を
割
り
込
ま

せ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
み
る
ほ
う
が
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
事
例
ｄ
で
は
、
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
と
の
問
で
院
・
内
の
戒

　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
－
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

め
合
い
の
叙
述
順
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
武
久
氏
は
こ
う
し
た
異
体
が
派
生
し

た
経
緯
を
次
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
〈
屋
〉
〈
南
〉
の
共
通
祖
本
を
仮
に
く
原
屋
代
本
Ｖ
と
呼
ぶ
と
し
て
、
こ

　
　
の
原
初
の
語
り
本
系
十
二
巻
本
が
両
句
を
入
れ
か
け
て
編
集
し
た
の
で
は

　
　
な
い
か
。
し
か
も
そ
の
動
機
は
、
単
純
な
誤
伝
と
は
言
え
ぬ
、
む
し
ろ
院

　
　
の
庁
、
究
極
的
に
は
後
白
河
個
人
を
描
出
す
る
姿
勢
の
戒
る
種
の
偏
向
を

　
　
意
図
し
て
い
る
と
言
え
る
。
院
内
不
和
は
中
世
軍
記
物
に
不
可
欠
な
冒
頭

　
　
的
主
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
主
題
を
捕
ら
え
る
の
に
、
少
く
と
も
院

　
　
の
庁
か
ら
の
先
制
挑
援
と
し
て
は
捉
え
ま
い
と
す
る
動
機
を
秘
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
語
り
系
十
二
巻
本
く
第
一
次
編
集
Ｖ
の
成
果
で
あ
る
。

　
院
・
内
の
叙
述
の
入
れ
替
え
に
、
後
白
河
院
を
描
出
す
る
姿
勢
の
「
或
る
種

の
偏
向
」
を
見
出
さ
れ
て
い
る
点
で
示
唆
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
語
り

系
の
水
準
の
こ
と
と
指
摘
さ
れ
、
四
部
本
・
闘
譲
録
を
遡
型
と
判
定
さ
れ
る
点

に
は
別
の
推
論
を
立
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
広
二
本
の
事
例
ｄ

が
一
院
↓
内
一
の
順
を
採
る
理
由
は
、
ｆ
表
部
と
の
関
連
で
考
え
て
み
る
こ
と

も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ｆ
表
部
の
院
・
内
不
和
の
叙
述
は
広
二
本
型
の
事
例
ｄ
が
院
方
か
ら
「
誠

め
」
が
始
ま
っ
た
と
す
る
の
に
対
応
し
て
、
ま
ず
内
の
近
習
者
経
宗
・
惟
方
が

院
に
よ
っ
て
配
流
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
配
流
の
理

由
は
両
人
が
後
白
河
院
を
軽
し
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
「
誠
め
」
は
院
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

か
ら
だ
が
、
そ
の
前
提
に
は
内
方
か
ら
の
「
先
制
攻
撃
」
が
あ
っ
た
と
い
う
の

が
広
二
本
の
叙
述
構
成
な
の
で
あ
る
。
広
二
本
の
事
例
ｄ
は
、
確
か
に
院
↓
内

の
叙
述
順
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
ｆ
表
の
叙
述
を
挿
入
す
る
と
き
、
そ

の
内
容
に
合
致
す
る
よ
う
に
操
作
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
可
能
な
わ
け
で
あ

る
。
ま
た
、
ｆ
表
部
を
持
た
な
い
四
部
本
・
闘
譲
録
は
本
文
構
成
上
は
略
本
型

に
属
す
る
よ
う
だ
が
、
事
例
ｄ
の
叙
述
は
院
先
制
型
を
採
っ
て
い
る
。
略
二

本
・
広
二
本
が
叙
述
の
差
異
を
み
せ
つ
つ
も
内
の
先
制
型
を
基
調
と
し
て
い
る

中
で
、
特
異
な
あ
り
方
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
院
先
制
型
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
っ
ま
り
事
例
ｄ
が
広
二
本
と
同
じ
形
を
と
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
四
部
本
・
闘
静
録
の
院
先
制
型
叙
述
は
、
広
二
本
的
な
本
文

か
ら
ｆ
表
部
を
省
略
し
た
際
、
事
例
ｄ
を
広
二
本
型
の
ま
ま
残
し
て
し
ま
っ
た

た
め
生
じ
た
形
態
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
四
部
本
・
闘
静
録
も
含
め
た
広
本
型
本
文
で
事
例
ｄ
の
先
制
し
た
叙

述
順
に
な
っ
て
い
る
の
は
ｆ
表
部
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
た
め
な
の
で
あ

り
、
結
局
内
が
先
制
攻
撃
を
か
け
た
と
い
う
叙
述
構
成
を
採
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
武
久
氏
が
略
本
型
本
文
に
認
め
ら
れ
た
「
後
白
河
個
人
を
描

出
す
る
姿
勢
の
或
る
種
の
偏
向
」
と
い
う
主
題
は
、
広
本
型
本
文
に
も
共
有
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
広
本
型
本
文
で
は
、
こ
の
一
事
例
ｄ
↓
ｆ
表
部
↓
事
例
ｅ
一
に
続
く
「
二
代

后
」
説
話
の
部
分
に
、
次
の
よ
う
に
、
「
法
皇
」
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

　
　
・
１
０
一
略
一
（
屋
）
主
上
常
二
院
ノ
仰
ヲ
申
返
サ
セ
坐
ケ
ル
中
二
（
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
本
同
じ
）

　
　
　
　
　
一
広
一
（
延
）
主
上
ハ
上
皇
ヲ
モ
常
二
院
ノ
仰
ヲ
申
返
サ
セ
坐
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
中
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
）
　
該
当
叙
述
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
　
主
上
法
皇
仰
恒
申
返
サ
セ
下
フ
中

　
　
　
　
　
　
　
　
（
闘
）
　
主
上
申
還
玉
フ
法
皇
ノ
仰
↓

　
　
・
１
　
　
一
略
一
（
屋
）
　
上
皇
モ
不
ル
可
レ
然
ル
之
申
誘
へ
申
サ
セ
給
ヘ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
覚
一
本
同
じ
）

　
　
　
　
　
一
広
一
（
延
）
濠
罫
モ
此
事
ヲ
聞
食
テ
不
可
然
之
由
度
々
申
サ
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
給
ケ
レ
ド
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
）
餐
も
こ
の
事
聞
召
し
か
る
へ
か
ら
さ
る
よ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
度
々
申
さ
せ
お
は
し
ま
し
け
れ
共

　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
法
皇
モ
此
事
不
レ
可
レ
然
申
サ
セ
下
ヶ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
闘
）
　
法
皇
此
事
不
可
然
之
由
雄
二
令
申
給

「
法
皇
」
呼
称
に
よ
る
統
一
に
注
目
す
れ
ば
、
「
清
水
寺
炎
上
」
末
尾
の
二
挿
話

と
同
様
に
、
「
二
代
后
」
自
体
を
増
補
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
延
慶
本
の
・
１
０
の
事
例
は
事
例
ｄ
・
ｅ
に
引
き
続
き

「
上
皇
」
の
呼
称
を
用
い
て
お
り
、
「
清
水
寺
炎
上
」
の
焼
き
打
ち
部
と
同
傾
向

の
揺
れ
を
み
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
む
し
ろ
ｉ
　
の
「
法
皇
」
呼
称
の
方
を
、
ｆ



表
部
が
挿
入
さ
れ
た
余
波
と
理
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
四
部
本
・
闘
静
録
は
ｆ

表
部
を
持
た
な
い
点
で
略
本
型
に
属
す
る
よ
う
だ
が
、
「
法
皇
」
の
呼
称
は
使

用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
呼
称
の
交
替
も
、
四
部
本
・
闘
譲
録
が
広
二
本
の
よ
う

な
形
態
か
ら
ｆ
表
部
を
省
略
し
た
本
文
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
と
み
ら
れ

る
。
な
お
ｉ
＠
の
事
例
で
四
部
本
・
闘
譲
録
に
「
法
皇
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る

の
は
、
呼
称
の
統
一
を
試
み
た
結
果
で
あ
る
だ
ろ
う
。

ｗ
　
『
平
家
物
語
』

の
後
白
河
院
観

　
こ
の
よ
う
な
ｆ
表
の
院
・
内
不
和
説
話
の
挿
入
が
、
広
本
型
本
文
の
後
白
河

院
を
物
語
登
場
の
始
め
か
ら
「
法
皇
」
と
位
置
付
け
る
理
解
と
、
そ
れ
に
矛
盾

す
る
出
家
記
事
を
削
除
す
る
契
機
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

略
本
型
本
文
も
含
め
た
『
平
家
物
語
』
全
体
に
通
底
す
る
後
白
河
院
観
を
明
示

す
る
方
向
に
沿
っ
た
叙
述
操
作
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
後
白
河
院
が
二
条
帝
の
側
か
ら
先
制
さ
れ
た
と
す
る
『
平
家
物
語
』
の
立
場

は
、
「
二
代
后
」
で
二
条
帝
を
位
置
付
け
て
い
く
叙
法
に
も
認
め
ら
れ
る
（
以

下
の
諸
例
は
屋
代
本
の
叙
述
を
挙
げ
た
が
、
諸
本
と
も
同
内
容
の
叙
述
を
持

つ
。
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
シ
ラ

　
ｊ
　
上
皇
モ
不
川
可
レ
然
ル
由
、
誘
へ
申
サ
セ
給
ヘ
ハ
、
主
上
仰
ノ
有
ケ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
イ
コ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
モ

　
　
ハ
、
「
天
子
二
父
母
ナ
シ
。
吾
十
膳
ノ
戒
功
ニ
ヨ
テ
万
乗
ノ
宝
位
ヲ
治
ツ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
タ
イ

　
　
是
レ
程
ノ
事
、
ナ
ト
カ
叡
慮
二
任
セ
サ
ル
ヘ
キ
」
ト
テ
、
既
二
御
入
内
ノ

　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

　
　
　
　
　
セ
ン
ケ

　
　
日
、
被
弐
旦
下
一
上
ハ
、
不
レ
及
に
。

『
百
錬
抄
』
の
記
述
「
凡
御
在
位
之
問
。
天
下
政
務
一
向
執
行
。
不
レ
奏
二
上

皇
一
。
被
レ
仰
合
二
關
白
一
許
也
」
に
よ
れ
ば
、
二
条
帝
の
治
世
は
院
政
以
前
の

天
皇
の
執
政
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
観
点
に
立
て
ば
、

『
平
家
物
語
』
の
二
条
帝
の
言
葉
は
そ
れ
と
し
て
筋
の
立
っ
た
も
の
と
読
む
こ

と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
ｊ
の
前
に
公
卿
積
議
の
否
決
を
、
後
に
多

子
の
悲
嘆
と
父
の
説
得
を
叙
述
す
る
こ
と
で
、
『
平
家
物
語
』
は
、
二
条
帝
の

あ
り
方
を
否
定
的
に
位
置
付
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
条
帝
観
は
巻
三
「
法
皇

被
流
」
で
、
六
条
帝
観
と
併
せ
て
、
証
言
の
形
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ｋ
　
二
条
院
モ
賢
王
ニ
テ
渡
ラ
セ
給
タ
リ
シ
カ
ト
モ
、
天
子
二
父
母
ナ
シ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
イ
テ
イ

　
　
テ
、
法
王
ノ
仰
ヲ
申
返
サ
セ
給
ケ
リ
。
サ
レ
ハ
ニ
ヤ
、
継
体
ノ
君
ニ
テ
モ

　
　
坐
マ
サ
ス
。
御
譲
リ
ヲ
請
サ
セ
給
タ
リ
シ
六
条
院
モ
、
僅
二
御
年
士
ニ
ニ

　
　
テ
崩
御
成
ヌ
。
浅
猿
カ
リ
シ
御
事
也
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
両
帝
が
帝
と
し
て
の
資
質
に
欠
け
る
存
在
で
あ
っ
た
根
拠
を

後
白
河
院
と
の
親
和
性
を
保
と
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
る
、
と
い
う
の

が
『
平
家
物
語
』
の
立
場
な
の
で
あ
る
。

　
『
平
家
物
語
』
が
後
白
河
院
を
評
価
軸
と
し
て
物
語
世
界
の
叙
述
を
構
成
し

て
い
る
こ
と
は
、
以
後
の
諸
帝
を
め
ぐ
る
叙
述
か
ら
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
高
倉
院
は
先
の
両
帝
に
比
べ
て
叙
述
量
が
多
い
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
後
白
河

院
と
の
結
び
っ
き
の
強
さ
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
　
「
平
家
物
語
－
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

三
「
法
皇
被
流
」
で
は
、
法
皇
の
幽
閉
を
知
っ
た
高
倉
院
の
対
応
が
次
の
よ
う

に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ワ
イ

　
ー
　
其
比
主
上
臨
時
ノ
御
神
事
ト
テ
、
毎
夜
二
清
涼
殿
ノ
石
灰
ノ
壇
ニ
シ

　
　
テ
、
大
神
宮
ヲ
御
拝
有
ケ
リ
。
是
ハ
只
一
向
法
王
ノ
御
祈
ト
ソ
覚
タ
ル
。

ま
た
、
巻
四
に
量
を
占
め
る
高
倉
院
の
「
嚴
嶋
御
幸
」
と
「
還
御
」
の
そ
も
そ

も
の
動
機
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
ｍ
　
上
ニ
ハ
平
家
ト
御
同
心
下
ニ
ハ
法
皇
ノ
イ
ツ
ト
ナ
ク
鳥
羽
殿
二
押
シ
篭

　
　
ラ
レ
テ
渡
ラ
セ
玉
ヘ
ハ
、
入
道
ノ
心
ヲ
和
ケ
玉
ヘ
ト
ノ
御
祈
念
ナ
リ
ト
ソ

　
　
　
　
　
ゆ

　
　
覚
ヘ
タ
ル

巻
六
の
追
悼
話
群
に
お
い
て
高
倉
院
が
「
末
代
の
賢
王
」
と
讃
え
ら
れ
、
延
喜

天
暦
の
帝
に
比
さ
れ
る
の
は
、
一
」
う
し
た
叙
述
と
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
安
徳
帝
は
袴
着
．
ま
な
始
め
か
ら
即
位
ま
で
を
巻
四
「
嚴
嶋
御
幸
」
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
二
っ
の
注
目
す
べ
き
叙
述
が
あ
る
。
「
法
皇
ハ
只

鳥
羽
殿
ニ
テ
御
耳
ノ
外
ニ
ソ
聞
召
レ
ケ
ル
」
と
、
「
是
モ
太
政
入
道
万
思
フ
侭

ナ
ル
カ
致
ス
所
也
。
」
で
あ
る
。
安
徳
帝
の
帝
と
し
て
の
異
質
性
は
、
た
と
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

ば
巻
十
一
「
剣
」
な
ど
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
後
白
河
院
と
絶
縁
し
た
存
在

で
あ
っ
た
と
す
る
こ
の
二
つ
の
叙
述
は
、
そ
う
し
た
文
脈
の
一
環
と
し
て
機
能

し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
巻
八
「
山
門
御
幸
」
で
述
べ
ら
れ
る
四
の
宮

（
後
鳥
羽
帝
）
即
位
説
話
の
次
の
叙
述
と
対
比
す
れ
ば
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
。

　
ｎ
　
其
後
四
ノ
宮
ノ
四
歳
二
成
セ
給
ヲ
、
法
王
、
「
是
へ
」
ト
仰
ケ
レ
ハ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
サ

　
　
少
シ
モ
悼
ラ
セ
給
ハ
ス
、
臆
テ
御
膝
二
参
ラ
セ
給
テ
、
ヨ
ニ
モ
ナ
ツ
カ
シ

　
　
ケ
ニ
ソ
坐
々
ケ
ル
。
（
中
略
）
「
サ
テ
御
譲
リ
ハ
、
此
宮
ニ
テ
ソ
渡
ラ
セ
給

　
　
ヘ
キ
」
ト
被
レ
申
ケ
レ
ハ
、
法
王
、
「
子
細
ニ
ヤ
」
ト
ソ
仰
ケ
ル
。

　
こ
れ
は
異
質
な
帝
で
あ
る
安
徳
の
後
を
襲
う
帝
の
選
定
に
当
た
っ
て
、
後
白

河
院
と
の
親
和
性
と
い
う
論
理
を
こ
と
さ
ら
に
明
示
す
る
、
そ
う
し
た
意
味
を

担
っ
た
叙
述
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
平
家
物
語
』
は
こ
れ
ら
一
連
の
帝
に
つ
い
て
の
叙
述
で
、
そ
の
世
界
観
の

基
調
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
物
語
世
界
の
秩
序
を
統
御

す
る
評
価
軸
と
し
て
の
後
白
河
院
を
、
叙
述
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
押
し
出
そ

う
と
し
て
い
る
の
が
広
二
本
、
特
に
延
慶
本
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
王
法
仏
法

牛
角
」
は
『
平
家
物
語
』
諸
本
に
通
底
す
る
思
想
と
い
え
る
が
、
延
慶
本
は
こ

の
思
想
を
、
第
二
本
「
法
皇
潅
頂
事
」
で
改
め
て
説
き
明
か
し
て
い
る
。
法
皇

は
そ
こ
で
、
住
吉
神
と
の
天
魔
問
答
を
通
じ
て
、
仏
教
者
と
し
て
の
騎
慢
を
戒

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
直
接
に
は
三
井
寺
潅
頂
の
停
止
へ
と

繁
が
る
説
話
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
『
平
家
物
語
』
に
あ
っ
て
、
天
魔
は
潅

頂
を
妨
げ
る
だ
け
で
な
く
、
物
語
世
界
を
侵
犯
す
る
力
と
し
て
し
ば
し
ば
叙
述

　
　
　
　
　
　
ゆ

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
天
魔
問
答
は
延
慶
本
、
よ
り
広
く
は
『
平
家
物
語
』

の
物
語
世
界
観
を
承
け
、
そ
れ
を
解
き
明
か
す
叙
述
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ

し
て
「
此
法
皇
程
ノ
薫
修
練
行
ノ
御
門
ヲ
未
承
一
」
と
い
う
賛
辞
や
、
天
王
寺

潅
頂
後
に
現
わ
れ
る
「
金
剛
仏
子
ノ
法
皇
」
あ
る
い
は
「
即
身
成
仏
ノ
玉
躰
」



と
い
う
形
容
句
を
与
え
る
こ
と
で
、
延
慶
本
は
「
王
法
仏
法
牛
角
」
思
想
、
つ

ま
り
物
語
世
界
の
秩
序
観
の
体
現
者
と
し
て
後
白
河
院
を
位
置
付
け
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
広
本
型
本
文
が
物
語
の
始
め
か
ら
後
白
河
院
を
法
皇
と
位
置
付
け
る
こ
と
を

志
向
し
た
意
図
は
、
延
慶
本
？
」
う
し
た
叙
述
に
よ
っ
て
明
確
に
打
ち
出
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
本
文
の
よ
り
遡
行
的
な
姿
は
、

む
し
ろ
白
河
院
出
家
叙
述
を
持
た
な
い
長
門
本
と
四
部
本
・
闘
詳
録
の
方
に
よ

く
留
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
と
め

　
後
白
河
院
の
出
家
叙
述
の
有
無
と
呼
称
と
の
関
連
に
注
目
し
て
、
略
本
型
本

文
と
広
本
型
本
文
の
両
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
え
た
こ
と
を
指
摘
し
、
両
者
の
関
係

に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。

　
広
本
型
本
文
は
「
二
代
后
」
の
冒
頭
部
で
、
お
そ
ら
く
、
『
愚
管
抄
』
と
共

通
す
る
資
料
を
増
補
し
て
、
後
白
河
院
・
二
条
院
、
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
不
穏

な
空
気
を
場
面
的
に
構
成
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
呼
称
に
注
目
す
れ
ば
「
清

水
寺
炎
上
」
の
重
盛
謹
言
と
院
中
の
事
件
評
価
の
叙
述
も
同
時
期
の
増
補
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
作
業
は
物
語
努
頭
か
ら
後
白
河
院
を
「
法
皇
」
と

位
置
付
け
る
志
向
を
広
本
型
本
文
に
も
た
ら
す
こ
と
と
な
り
、
後
白
河
院
出
家

叙
述
の
削
除
へ
と
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
『
平
家

　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

物
語
』
に
通
底
す
る
後
白
河
院
観
を
、
叙
述
と
し
て
前
面
に
押
し
出
す
方
向
で

の
改
変
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
延
慶
本
と
盛
衰
記
は
後
白
河
院
出
家
叙
述
を

持
つ
も
の
の
、
そ
こ
に
は
後
補
性
が
認
め
ら
れ
、
そ
う
し
た
想
定
遡
形
本
文
の

骨
格
は
む
し
ろ
長
門
本
や
四
部
本
・
闘
静
録
に
留
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
い
っ
ぽ
う
、
出
家
叙
述
を
持
っ
略
本
型
本
文
の
「
清
水
寺
炎
上
」
に
お
け
る

「
一
院
」
の
呼
称
は
、
「
上
皇
」
「
法
皇
」
を
併
用
す
る
広
本
型
本
文
の
影
響
を

受
け
た
整
理
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
整
理

の
具
体
相
は
、
「
清
水
寺
炎
上
」
末
尾
の
重
盛
謹
言
と
院
中
の
事
件
評
価
の
二

叙
述
が
広
本
型
本
文
か
ら
略
本
型
本
文
に
取
り
込
ま
れ
た
際
、
呼
称
の
整
理
の

必
要
に
迫
ら
れ
た
略
本
型
本
文
が
二
院
Ｌ
の
呼
称
を
採
用
し
た
、
と
推
測
し

た
。　

し
か
し
、
こ
れ
は
略
本
型
本
文
が
広
本
型
本
文
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
コ
一
代
后
」
の
冒
頭
部
を
構
成
す
る
事
例
ｄ
・
ｅ
の
呼

称
の
あ
り
方
を
勘
案
す
れ
ば
、
後
白
河
院
出
家
を
持
っ
略
本
型
本
文
も
ま
た
、

広
本
型
が
拠
っ
た
で
あ
ろ
う
、
出
家
を
境
に
後
自
河
院
の
呼
称
を
使
い
分
け
る

本
文
の
流
れ
を
汲
む
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
本
文

は
、
略
本
型
の
ほ
う
に
よ
り
温
存
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
。
つ
ま
り
略
本

文
は
広
本
型
本
文
の
影
響
も
強
く
受
け
て
い
る
と
は
い
え
、
必
ず
し
も
そ
こ
か

ら
派
生
し
た
本
文
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
広
本
型
と
略
本
型
は
、
同
じ
本

文
か
ら
各
々
分
岐
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

　
小
稿
で
検
討
し
た
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
屋
代
本
あ
る
い
は
略
二
本
に
は
、
現

存
広
二
本
、
あ
る
い
は
闘
謡
録
・
四
部
本
な
ど
か
ら
推
定
さ
れ
る
広
本
型
本
文

に
は
還
元
し
え
な
い
要
素
を
叙
述
上
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
略
本
型
本
文

の
上
流
に
何
等
か
の
「
雑
多
な
内
容
の
記
事
を
た
く
さ
ん
取
り
込
ん
だ
未
整
理

　
　
ゆ

な
形
態
」
の
、
い
わ
ば
広
本
的
な
本
文
を
措
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
輪
郭
は
現

存
広
二
本
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
想
定
さ
れ
る
遡
行
形
態
の
方
へ
引
き
寄
せ
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
現
存
略
二
本
の
遡
行
形
態
の
想
定
作
業
と
そ
こ
で
生
じ
る

問
題
点
を
広
本
系
本
文
観
に
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
、
両
系
の
課
題
を
止
揚
す
る

中
で
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

注
０
　
諸
先
学
に
指
摘
が
あ
る
が
、
具
体
的
な
輪
郭
を
探
る
の
が
、
『
平
家
物
語
成
立
過

　
程
考
』
（
一
九
八
六
年
）
　
妾
楓
土
）
に
収
め
ら
れ
た
武
久
堅
氏
の
一
連
の
論
考
で
あ

　
る
。

　
　
千
明
守
氏
「
屋
代
本
平
家
物
語
の
成
立
　
屋
代
本
の
古
態
性
の
検
証
・
巻
三
「
小

　
督
局
事
」
を
中
心
と
し
て
－
」
栃
木
孝
惟
編
『
平
家
物
語
の
成
立
　
あ
な
た
が
読
む

　
平
家
物
語
１
』
（
一
九
三
三
年
　
有
精
堂
）
所
収

　
　
「
「
屋
代
本
平
家
物
語
』
本
文
の
基
礎
的
問
題
－
巻
一
「
殿
下
乗
合
」
の
叙
述
検
討

　
か
ら
－
」
「
同
志
社
国
文
学
」
第
四
十
二
号
　
一
九
九
五
年
三
月

＠
　
「
平
家
物
語
に
お
け
る
後
白
河
院
の
位
置
」
（
一
）
「
文
学
研
究
」
（
日
本
文
学
研
究

　
協
会
）
三
十
一
号
　
一
九
六
九
年
十
一
月

　
　
た
だ
し
、
氏
の
こ
の
御
見
解
は
、
四
部
本
・
闘
譲
録
を
古
態
と
み
る
時
代
の
中
で

　
の
御
発
言
で
あ
る
た
め
、
両
本
文
を
直
接
の
対
象
と
し
て
立
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か

　 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

し
、
こ
れ
は
延
慶
本
・
長
門
本
に
も
通
底
す
る
問
題
で
あ
る
た
め
、

の
広
二
本
の
課
題
と
し
て
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
小
稿
で
引
用
し
た
諸
本
文
は
以
下
に
よ
る
。

こ
こ
で
は
、
こ

　
・
屋
代
本
　
『
屋
代
本
高
野
本
対
照
　
平
家
物
語
』
（
新
典
社
）
、

　
・
覚
一
本
　
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
』

　
・
延
慶
本
　
『
延
慶
本
平
家
物
語
　
本
文
篇
』
（
勉
誠
社
）

　
・
長
門
本
　
『
岡
山
大
学
本
平
家
物
語
二
十
巻
』
（
福
武
書
店
）

　
・
四
部
本
　
『
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』
（
汲
古
書
廃
）

　
・
闘
譲
録
　
未
刊
国
文
資
料
『
源
平
闘
譲
録
と
研
究
』

　
・
盛
衰
記
　
中
世
の
文
学
『
源
平
盛
衰
記
』
（
三
弥
井
書
店
）

＠
　
覚
一
本
が
広
本
か
ら
叙
述
を
適
宜
摂
取
し
、
本
文
の
改
訂
を
試
み
て
い
る
と
い
う

　
点
に
つ
い
て
は
、
注
３
の
拙
稿
に
お
い
て
、
「
殿
下
乗
合
」
の
事
例
を
示
し
た
。

¢
　
生
形
貴
重
氏
の
「
『
平
家
物
語
－
プ
ロ
ロ
ー
グ
部
小
考
－
四
部
本
の
形
態
の
意
味

　
す
る
も
の
１
」
（
水
原
一
氏
編
『
古
文
学
の
流
域
』
（
一
九
九
六
年
新
典
社
）
所

　
収
）
で
の
御
指
摘
な
ど
カ
あ
る
。

ゆ
　
『
百
錬
抄
－
（
国
史
大
系
　
吉
川
弘
文
館
）
嘉
応
元
年
六
月
十
七
日
の
記
事
は
「
六

　
月
十
七
日
。
太
上
天
皇
御
出
家
一
御
年
四
十
三
一
（
以
下
略
）
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
以
下
『
百
錬
抄
』
の
引
用
は
全
て
こ
れ
に
よ
る
。
『
玉
葉
』
の
記
事
は
論
中

　
に
示
し
た
。

　
　
仁
安
三
年
二
月
十
九
日
の
高
倉
帝
の
即
位
を
、
延
慶
本
は
巻
一
の
「
春
宮
践
酢

　
事
」
で
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。

　
　
　
　
六
条
院
、
御
譲
ヲ
受
サ
セ
給
タ
リ
シ
カ
ド
モ
、
僅
二
一
二
年
ニ
テ
、
同
年
二
月

　
　
　
十
九
日
、
東
宮
一
高
倉
院
一
八
歳
ニ
テ
大
極
殿
ニ
テ
践
酢

　
　
二
重
線
部
の
叙
述
か
ら
、
高
倉
院
即
位
が
仁
安
三
年
と
解
釈
で
き
る
。
た
だ
し
波

　
線
部
「
同
年
」
が
承
け
て
い
る
の
は
、
延
慶
本
の
場
合
、
直
前
に
叙
述
さ
れ
る
仁
安

　
元
年
十
月
九
日
と
い
う
高
倉
帝
立
太
子
の
年
次
に
な
っ
て
し
ま
う
。
現
に
闘
譲
録
が



　
「
仁
安
元
年
一
丁
酉
二
万
十
九
日
東
－
宮
一
高
倉
天
皇
一
有
コ
御
賎
酢
一
」
と
い
う

　
理
解
を
み
せ
て
い
る
。
長
門
本
は
同
所
を
「
同
三
年
二
月
十
九
日
、
東
宮
高
倉
院
八

　
歳
に
て
、
大
極
殿
に
て
御
即
位
」
と
し
て
お
り
、
延
慶
本
は
お
そ
ら
く
直
前
の
「
僅

　
二
三
年
ニ
テ
」
と
の
混
乱
に
よ
っ
て
「
三
」
を
脱
落
さ
せ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ

　
る
。

＠
　
小
稿
の
『
玉
葉
－
引
用
は
、
全
て
名
著
刊
行
会
版
に
よ
る
。

◎
　
盛
衰
記
と
『
玉
葉
－
と
の
資
盛
が
恥
辱
を
受
け
る
経
緯
の
近
似
性
は
以
下
の
通
り
。

　
（
以
下
各
本
文
）

　
　
（
盛
）
同
二
年
七
月
三
日
、
法
勝
寺
へ
御
幸
ア
リ
ケ
レ
バ
、
当
時
ノ
摂
禄
基
房
公

　
　
　
　
一
号
二
松
殿
二
参
給
ケ
リ
。
還
御
ノ
後
、
殿
下
三
条
京
極
ヲ
過
給
ケ
ル
ニ
、

　
　
　
　
三
条
面
二
女
房
ノ
車
ア
リ
。
（
略
）
鳥
帽
子
著
タ
ル
者
乗
タ
リ
ケ
リ
。
（
略
）

　
　
　
　
狼
籍
也
ト
テ
、
前
ノ
簾
井
二
下
ス
ダ
レ
ヲ
切
落
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
葛
ノ
袴
ヲ
着

　
　
　
　
タ
ル
男
ア
リ
。
車
ヲ
馳
テ
逃
ケ
ル
ヲ
追
懸
ケ
テ
、
散
々
二
打
ケ
リ
。
（
略
）

　
　
　
　
件
ノ
男
ハ
（
略
）
資
盛
也
ケ
リ
。

　
　
一
玉
一
（
七
月
）
三
日
一
辛
巳
一
今
日
、
法
勝
寺
御
八
講
也
、
有
二
御
幸
一
、
摂
政

　
　
　
　
被
レ
参
二
法
勝
寺
一
之
間
、
於
二
途
中
一
越
前
守
資
盛
一
重
盛
卿
嫡
男
一
乗
二
女

　
　
　
　
車
一
相
逢
、
而
摂
政
舎
人
居
飼
等
打
二
破
彼
車
一
、
事
及
二
肚
辱
三
ム
云
（
巻

　
　
　
　
五
「
嘉
応
二
年
」
）

＠
　
『
玉
葉
』
の
後
白
河
院
出
家
記
事
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
一
玉
一
（
嘉
応
元
年
六
月
）
十
七
日
一
壬
寅
一
天
陰
、
時
々
雨
降
、
今
日
、
上
皇

　
　
　
　
御
出
家
也
、
所
レ
被
レ
始
二
御
逆
修
一
也
、
限
以
二
五
十
ケ
日
一
、
云
々
、
（
略
）

　
　
　
　
授
二
太
相
国
戒
師
布
施
一
（
略
）
今
日
戒
師
、
三
井
寺
長
吏
大
僧
正
覚
忠
、

　
　
　
　
唄
、
法
印
公
舜
、
法
印
憲
覚
、
剃
手
、
法
印
尊
覚
・
法
印
公
顕
（
略
）

　
　
僧
位
な
ど
に
違
い
も
あ
る
が
、
概
ね
盛
衰
記
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
愚
管

　
抄
』
巻
二
「
後
白
河
」
に
「
終
二
入
壇
潅
頂
遂
サ
セ
給
。
御
師
ハ
公
顕
大
僧
正
也
。

　
智
証
大
師
門
流
也
。
」
と
あ
る
。
後
の
潅
頂
に
つ
い
て
の
記
事
で
は
あ
る
が
、
盛
衰

　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

　
記
の
「
僧
都
公
顕
也
。
今
度
智
証
ノ
門
徒
ヲ
用
ヒ
ラ
ル
。
」
と
の
近
さ
を
認
め
ら
れ

　
る
。

　
　
な
お
、
小
稿
の
『
愚
管
抄
』
引
用
は
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
の
本
文
に
よ
る
。

＠
　
清
水
焼
き
打
ち
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
『
百
錬
抄
』
で
は
永
万
元
年
八
月
九
日
条

　
に
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
延
暦
寺
僧
下
洛
。
焼
二
沸
フ
清
水
寺
一
、
是
二
条
院
御
葬
程
夜
、
諸
寺
念
佛
群

　
　
　
参
之
時
、
興
福
寺
僧
打
二
破
延
暦
寺
額
板
一

＠
　
注
４
に
同
じ
。

＠
　
注
４
に
同
じ
。

＠
　
注
４
に
同
じ
。

＠
　
「
平
家
物
語
の
原
本
に
っ
い
て
」
「
文
学
」
一
九
六
七
年
二
月
号

＠
　
「
原
平
家
物
語
の
意
味
」
「
文
学
」
一
九
六
七
年
六
月
号

＠
　
「
『
愚
管
抄
』
依
拠
の
二
つ
の
段
階
－
四
部
合
戦
状
本
の
位
置
１
」

　
　
広
島
女
学
院
大
学
「
国
語
国
文
誌
」
九
号
二
九
七
九
年
十
二
月
）
『
平
家
物
語

　
成
立
過
程
考
』
（
桜
楓
杜
）
第
二
編
の
第
二
章

　
　
た
だ
し
武
久
説
は
冨
倉
説
を
承
け
て
二
段
依
拠
説
の
観
点
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
氏
の
御
論
の
根
幹
に
つ
い
て
論
じ
る
用
意
は
現
在
な
い
が
、
氏
の
第
一
段

　
階
に
つ
い
て
の
御
見
解
は
確
認
で
き
る
と
考
え
る
。

＠
　
「
平
家
物
語
評
釈
７
　
二
代
后
一
一
）
」
「
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
六
八
年
十
月
号

＠
　
「
（
応
保
元
年
）
九
月
十
五
日
。
右
少
弁
時
忠
已
下
解
官
。
是
彼
妹
小
弁
殿
一
上
西

　
門
院
一
誕
二
上
皇
皇
子
一
高
子
二
之
旨
。
世
上
職
々
之
説
云
々
」
。
『
愚
管
抄
』
の
記

　
述
も
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

ゆ
　
注
１
７
に
同
じ
。

ゆ
注
１
８
に
同
じ
。

ゆ
　
「
平
家
物
語
の
愚
管
抄
依
拠
」
帝
塚
山
学
院
大
学
「
研
究
論
集
」
第
十
八
集
（
一

　
九
八
三
年
十
二
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



『
平
家
物
語
』
略
本
型
本
文
と
広
本
型
本
文
の
関
係

ゆ
注
４
に
同
じ
。

ゆ
　
長
門
本
は
事
例
ｄ
の
末
文
「
加
様
二
御
心
ヨ
カ
ラ
ヌ
御
事
共
多
カ
リ
ケ
リ
（
延
慶

　
本
）
」
を
、
二
代
后
説
話
の
末
尾
に
「
大
方
そ
の
比
は
こ
れ
の
み
な
ら
す
・
か
や
う

　
の
思
の
ほ
か
の
事
共
多
か
り
け
り
」
と
い
う
形
で
置
い
て
い
る
。
一
」
う
し
た
改
変
の

　
過
程
で
、
事
例
ｉ
¢
を
脱
落
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ゆ
　
屋
代
本
は
巻
四
を
欠
く
た
め
、
斯
道
百
二
十
句
本
を
用
い
た
。
な
お
斯
道
本
の
引

　
用
は
『
百
二
十
句
本
平
家
物
語
」
（
斯
道
文
庫
編
　
汲
古
書
院
）
に
拠
っ
た
。
以
下

　
の
巻
四
引
用
部
も
同
じ
。

ゆ
　
こ
こ
に
は
安
徳
帝
を
八
岐
大
蛇
の
化
身
と
す
る
叙
述
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
問

　
題
に
は
稲
田
秀
雄
氏
が
詳
し
く
考
察
を
お
加
え
に
な
っ
て
い
る
。
（
「
竜
蛇
伝
承
の
諸

　
相
・
覚
え
書
き
」
同
志
社
大
学
院
生
部
会
『
研
究
会
報
－
第
十
一
号
　
一
九
八
一

　
年
）

ゆ
他
に
略
本
で
は
巻
三
「
公
卿
揃
」
の
安
部
時
晴
の
挿
話
、
甑
の
挿
話
の
結
び
で
、

　
「
後
ニ
コ
ソ
思
合
ル
事
共
多
カ
リ
ケ
レ
」
と
評
言
し
て
い
る
。
広
本
で
は
延
慶
本
が

　
巻
十
一
に
「
安
徳
天
皇
事
」
と
い
う
章
段
を
設
け
て
異
質
性
を
詳
述
し
て
い
る
。
ま

　
た
、
例
え
ば
巻
三
「
行
隆
之
沙
汰
」
で
は
、
清
盛
の
治
承
三
年
の
政
変
の
理
由
を

　
「
入
道
ノ
心
二
天
魔
入
替
テ
、
猶
腹
ヲ
ス
ヱ
カ
ネ
給
ヘ
リ
」
と
叙
述
し
て
い
る
。
あ

　
る
い
は
巻
一
「
鹿
谷
」
で
成
親
の
謀
反
の
心
が
付
い
た
理
由
も
「
天
贋
ノ
所
為
ト
ソ

　
見
ヘ
シ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
巻
五
「
奈
良
炎
上
」
で
の
、
焼
き
打
ち
を
誘
発
す

　
る
南
都
大
衆
の
振
舞
い
も
「
只
天
魔
ノ
所
為
ト
ソ
見
ヘ
シ
」
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
は
概
ね
諸
本
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
延
慶
本
は
他
で
も
天
魔
に
言
及
す
る

　
こ
と
が
多
い
。

ゆ
注
２
に
同
じ
。

一
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